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「NPO法人 台東区の子育てを支え合うネットワークとの語る会」 

日時：10月25日（水） 午前10時から（会 場：区役所1003会議室） 

 

 

◇子供の学力格差の問題について 

質問 回答 対応 

2020年３月のコロナウイルス感染以

降、経済的に厳しいご家庭が増えていま

す。特に所得の低いひとり親家庭では、学

力や経験・情報など様々な格差が広がっ

ています。学習面では公立中学校に通う

子供たちの学力の低下はとても深刻な問

題だと思います。 

台東区は子育て・若者支援課が『子供育

成活動支援事業補助金』を出しています

が、以前に比べ、ひとり親家庭への周知な

どに対しての協力が得られていません。

もう少し上手に連携をして、区民サービ

スにつなげていけたら良いと思っていま

す。 

現在、区でも次世代育成支援計画を策定

し、子供の学力格差を含む子供の貧困問題に

ついて、計画的に事業を推進しています。 

また、この度は、学習支援活動等の周知に

ついてご要望をいただきました。 

以前実施していました、児童扶養手当の現

況届の発送時の対応については、封入物が多

く、区民の方が現況届の作成時に、どの資料

を参考にすれば良いか戸惑うことがありま

した。そのため、現在チラシ等については極

力減らして送付しています。 

しかし、面談会場では、チラシが目につき

やすいようテーブルに配置したり、面談の中

で必要と思われる方にはチラシをお渡しし

たりするなどの工夫を行っています。 

今後のことについては、皆さんのお考えも

参考にし、有効な周知方法について改めて検

討してまいりたいと思います。 

☆ 
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◇子供の見守りについて 

質問 回答 対応 

実際に困っていても、声を上げられな

い保護者や子供たちが多いと思います。 

個人情報保護の問題もあり、民間に提

供することはとても難しい問題だと思い

ますが、せめて民生委員・児童委員、主任

児童委員等には開示し、直接困っている

ご家庭へのお手伝いすることはできない

でしょうか。 

区の子ども家庭支援センターでは、困って

いる子供がいるなどの相談、通報があった場

合にはセンター内で会議を行い、その家庭へ

の対応方針を決定しています。その方針の中

で、民生委員・児童委員の方にご協力いただ

きたい家庭となった場合は、委員の方を含め

た関係者会議の開催や、個人情報を含む個別

の情報を共有させていただき、各家庭への支

援を行っているところです。 

今後、皆さんの活動の中で気になることが

ありましたら、子ども家庭支援センターまで

ご相談いただきますようお願いいたします。 

― 

 

◇児童相談所について 

質問 回答 対応 

令和４年12月から、家庭訪問型の子育

て支援ホームスタート活動を始めまし

た。 

その活動中に、ホームスタート活動で

は対処できないご家庭がありました。そ

のときは活動ではなく、個人として対応

をしましたが、児童相談所があったらと

痛切に感じました。 

台東区では児童相談所の設置をどのよ

うにお考えですか。 

平成28年の児童福祉法改正により、23区で

も独自に児童相談所の設置が可能となり、現

在８区が児童相談所を開設しています。本区

においても現在、将来的な児童相談所の設置

を目指して、検討を進めています。 

なお台東区では、日本堤子ども家庭支援セ

ンターにおいて、東京都児童相談センターと

の共同運営モデル事業を実施し、増加する児

童虐待への対応強化を図っています。 

このモデル事業では、東京都児童相談セン

ターの職員が日本堤子ども家庭支援セン

ター内の執務室で週２回程度従事し、必要に

応じて子ども家庭支援センターとその場で

の協議や共有をしています。また、日本堤子

ども家庭支援センター内の相談室を活用し、

児童相談所の職員が、区内の児童およびその

保護者との面接、面談を行っています。 

今後も本事業の運用に努め、区における児

童虐待防止に努めてまいります。 

― 
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◇公共施設の活用について 

質問 回答 対応 

公共施設での飲食を可能にしてほしい

です。 

区民が借りて親子が集う場を設けた

り、講座を行ったりする際に、その場を共

にする人たちで飲食(昼食、お菓子、お茶)

を共にできる場が、台東区にはありませ

ん。 

親子同士がつながる場では、ぜひ気楽

に食を共にできるようにしてほしいで

す。 

現在、飲食可能な貸出施設としては、台東

区民会館がございます。 

一方、区民館や生涯学習センター、社会教

育センター・社会教育館の各集会室等では、

水分補給以外の飲食は、衛生面への配慮か

ら、原則としてご遠慮いただいています。 

ただし、昼食時間を含む午前と午後の連続

利用の際に、飲食する場合には認めることも

ありますので、詳細については利用される施

設に直接ご相談いただきますようお願いい

たします。 

― 

 

◇子育て支援における食事・食育支援について 

質問 回答 対応 

昨今共働きの世帯が多く、親から子に

料理を教える時間や機会がなく、また小

学校や中学校における家庭科授業などで

調理に割ける時間もほとんどなく、子供

への食育機会が激減しています。 

特に、ひとり親家庭や生活保護世帯で

は困難な家庭が多いため、現在、団体の新

しい事業として訪問型の調理指導のサー

ビスを企画しています。区の子育て支援

政策の一環として、このようなサービス

の導入をご検討いただけないでしょう

か。 

台東区の学校では交流事業の一環として、

宮城県大崎市からお米、茨城県筑西市から梨

をいただいており、それらを通して、種をま

いてから収穫するまでの過程について学習

する機会を設けています。 

また、小・中学校での調理実習は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、やむを得

ず講義形式等による学習が中心となる期間

もありましたが、学校の状況に応じて、順次

調理実習を再開しています。 

調理をする機会があることは、子供たちに

食の大切さなどを伝えることができ、とても

意義のあることだと思います。こういう取り

組みに対し、皆さんのような団体と行政が協

力して取り組んでいくことが重要だと感じ

ています。 

食の支援に関して、具体的にお考えになっ

ていることなどがありましたら、まずは、子

育て・若者支援課でお話を聞かせていただき

ますので、ご相談ください。 

― 

 


